
2020.６.１

3 特別定額給付金の申請期限は、8月11日㈫まで。お忘れなく申請ください。

特集 1特集 1  緊急事態宣言解除後の生活様式  緊急事態宣言解除後の生活様式

○小・中学校は6月1日㈪から再開します
　新型コロナウイルス感染症予防に十分に注意を払った
うえで、下記のスケジュールで授業を再開します。また、年
間の授業時間数を確保するために、長期休業日の短縮や
土曜授業を実施します。その他、各校の行事については開
催の要否を十分に検討するなど、具体的な計画を作成し、
教育活動の実施を進めます。地域の皆さまには、ご理解ご
協力をお願いします。
1.今後のスケジュール
6月1日㈪～　午前・午後と分けて分散登校

給食は午前登校の児童生徒を対象に実施
6月9日㈫～　一斉登校開始

2.授業時間確保について
①長期休業日の短縮
夏季休業日 8月1日～16日(16日間)(例年36日間)
冬季休業日 12月27日～1月5日(10日間)(例年15日間)

②土曜授業(半日)の実施
中学校は9月～令和3年2月まで実施(原則第3土曜)
小学校は9月～11月まで実施

(3カ月のうち2回、原則第3土曜)
○保育園や放課後児童クラブは、順次、通常開園・開
所します
保育園 6月1日㈪～、放課後児童クラブ 6月9日㈫～
※5月18日㈪から再開していますが利用の自粛をお願
いしています。

○市の施設は、感染防止対策ができた施設から順次
開所します

　市民生活において必要なもの、利用者が特定できるものなどを優先に実施します。
　※観光施設は、今後の全国の感染状況を踏まえて開所の時期を判断します。
○市主催のイベントは、感染防止対策を徹底のうえ参加者数に制限を設け実施します
　開催の目安　参加者が特定できるもの、屋内は参加者数100人以下で施設収容人数の半分以下まで、屋外は参加

数200人以下まで。
※民間主催のイベントなどについては、上記の例を参考にご検討ください。
○各種健診を順次再開します

市からのお知らせ
(5月26日現在・今後の状況によって変更あり) 市民の皆さまへ

　　メッセージ

【子育て世帯への臨時特別給付金】の支給対象者の方に案内文書を発送しています【子育て世帯への臨時特別給付金】の支給対象者の方に案内文書を発送しています
子育て世帯への臨時特別給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て生
活を支援するため、対象児童1人につき1万円を支給します。
支給対象者　令和2年4月分(3月分含む)の児童手当の受給

者
※特例給付(所得制限限度額以上)の受給者
は対象外

対象児童　児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(3
月分の対象となる児童含む)

※平成16年4月2日から令和2年3月31日まで
に生まれた児童(新高校1年生などを含む)

申込　支給対象者へは案内文書を発送していますので、
以下のとおり手続きください。

受給される方　申請などの手続きは不要。
※児童手当を受給している公務員の方は、9月末までに
申請書の提出が必要です。
受給を辞退される方　受給拒否の届出書の提出が必要
問合 　子育て支援課　☎35-3140

新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市 HP で随時更新しています
問合 　市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 ( 健康推進課内 ) ☎ 35-3160




